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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和1年10月3日(2019.10.3)

【公表番号】特表2018-531881(P2018-531881A)
【公表日】平成30年11月1日(2018.11.1)
【年通号数】公開・登録公報2018-042
【出願番号】特願2017-567407(P2017-567407)
【国際特許分類】
   Ａ０１Ｎ  25/08     (2006.01)
   Ａ０１Ｐ   3/00     (2006.01)
   Ａ０１Ｎ  59/16     (2006.01)
   Ａ０１Ｎ  25/12     (2006.01)
   Ａ０１Ｎ  25/04     (2006.01)
   Ａ０１Ｎ  25/34     (2006.01)
   Ａ０１Ｎ  25/10     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ 201/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ   7/61     (2018.01)
   Ｃ０９Ｄ   7/62     (2018.01)
   Ｃ０９Ｄ   5/14     (2006.01)
   Ａ６１Ｌ   9/01     (2006.01)
   Ｃ０２Ｆ   1/50     (2006.01)
   Ａ２３Ｋ  20/20     (2016.01)
【ＦＩ】
   Ａ０１Ｎ   25/08     　　　　
   Ａ０１Ｐ    3/00     　　　　
   Ａ０１Ｎ   59/16     　　　Ａ
   Ａ０１Ｎ   25/12     １０１　
   Ａ０１Ｎ   25/04     １０２　
   Ａ０１Ｎ   25/34     　　　Ａ
   Ａ０１Ｎ   25/10     　　　　
   Ｃ０９Ｄ  201/00     　　　　
   Ｃ０９Ｄ    7/61     　　　　
   Ｃ０９Ｄ    7/62     　　　　
   Ｃ０９Ｄ    5/14     　　　　
   Ａ６１Ｌ    9/01     　　　Ｂ
   Ｃ０２Ｆ    1/50     ５１０Ａ
   Ｃ０２Ｆ    1/50     ５３１Ｄ
   Ｃ０２Ｆ    1/50     ５３１Ｅ
   Ｃ０２Ｆ    1/50     ５３１Ｆ
   Ｃ０２Ｆ    1/50     ５４０Ｄ
   Ｃ０２Ｆ    1/50     ５３１Ｓ
   Ｃ０２Ｆ    1/50     ５３１Ｔ
   Ｃ０２Ｆ    1/50     ５３１Ｕ
   Ｃ０２Ｆ    1/50     ５２０Ａ
   Ｃ０２Ｆ    1/50     ５４０Ｅ
   Ｃ０２Ｆ    1/50     ５６０Ｚ
   Ａ２３Ｋ   20/20     　　　　

【手続補正書】
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【提出日】令和1年8月21日(2019.8.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒子状無機鉱物及び抗菌性金属を含む組成物であって、抗菌性金属が、前記粒子状無機
鉱物の粒子内に組み込まれており、前記粒子状無機鉱物の粒子が、その構造内に包埋され
ている銀ナノ粒子を含まず、前記粒子状無機鉱物の粒子内の抗菌性金属の粒子のサイズが
、５０ｎｍを超える、又は１００ｎｍを超え、前記粒子状無機鉱物が、細孔を含まず、か
つ前記粒子状無機鉱物が、アルカリ土類金属炭酸塩、タルク、雲母、ゼオライト及びそれ
らの組み合わせからなる群から選択されることを特徴とする組成物。
【請求項２】
　前記粒子状無機鉱物が、少なくとも約１０、例えば、少なくとも約２０、例えば、約１
０～約９０の範囲の勾配係数を有し、前記勾配係数が、ｄ30球相当径（粒子の３０質量％
がより微細である）対ｄ70球相当径（粒子の７０質量％がより微細である）の比に１００
を乗じたものと定義される、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記粒子状無機鉱物が、前記抗菌性金属が堆積し得る細孔を含まない、請求項１又は２
に記載の組成物。
【請求項４】
　前記粒子状無機鉱物が、炭酸カルシウム、例えば、沈降炭酸カルシウム（ＰＣＣ）であ
り、及び／又は前記粒子状無機鉱物が、方解石である、請求項１～３のいずれか１項に記
載の組成物。
【請求項５】
　前記粒子状無機鉱物の粒子の少なくとも約９０％が、５μｍより小さく、及び／又は前
記粒子状無機鉱物の粒子の少なくとも約５０％が、２μｍより小さい、請求項１～４のい
ずれか１項に記載の組成物。
【請求項６】
　前記組成物が、水性スラリーであり、例えば、前記水性スラリーが、少なくとも約５０
質量％、例えば、少なくとも約６０質量％の固形分含量を有する、及び／又は、例えば、
前記水性スラリーが、約１２００ｍＰａ．秒以下のブルックフィールド粘度を有する、請
求項１～５のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項７】
　前記抗菌性金属が、銀、コバルト、ニッケル、銅、鉄、水銀、鉛、亜鉛、ジルコニウム
、モリブデン、ビスマス、金、アルミニウム、マグネシウム、ニオブ、ケイ素、タンタル
、ハフニウム、ランタン、タングステン、カルシウム、チタン、バナジウム、セリウム、
ストロンチウム、スズ、リチウム及びそれらの組み合わせからなる群から選択され、例え
ば、前記抗菌性金属が、銀である、請求項１～６のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項８】
　前記抗菌性金属が、前記粒子状無機鉱物の約０．１質量％～約１０質量％、例えば、約
０．２質量％～約５質量％の範囲の量で組成物中に存在する、請求項１～７のいずれか１
項に記載の組成物。
【請求項９】
　前記抗菌性金属が、前記粒子状無機鉱物に化学的に結合している、請求項１～８のいず
れか１項に記載の組成物。
【請求項１０】
　殺生物剤を実質的に有さない、例えば、有さない、請求項１～９のいずれか１項に記載
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の組成物。
【請求項１１】
　前記粒子状無機鉱物及び前記抗菌性金属を組み合わせる工程を含む、請求項１～１０の
いずれか１項に記載の組成物を作製する方法。
【請求項１２】
　前記抗菌性金属の存在下で、沈降炭酸カルシウム（ＰＣＣ）を調製する工程を含み、例
えば、前記抗菌性金属が、金属塩である、請求項１～１０のいずれか１項に記載の組成物
を作製する方法。
【請求項１３】
　１種又は複数の微生物の成長を阻害するための、又は１種又は複数の微生物の数を減少
させる、又はそれを実質的に排除する、例えば、排除するための、請求項１～１０のいず
れか１項に記載の組成物の使用。
【請求項１４】
　ポリマー性結合剤及び請求項１～１０のいずれか１項に記載の組成物を含む、コーティ
ング組成物。
【請求項１５】
　ポリマー性結合剤を含むコーティング組成物における、請求項１～１０のいずれか１項
に記載の組成物の使用、及び／又は、水などの液体から１種又は複数の微生物を実質的に
除去する、例えば、除去するための請求項１～１０のいずれか１項に記載の組成物の使用
、及び／又はポリマー性添加剤としての、請求項１～１０のいずれか１項に記載の組成物
の使用。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０７】
　公知の高度に汚染した炭酸塩スラリーを利用することにより、また、一定量の抗菌ＰＣ
Ｃ（５０～５０００ｐｐｍ）をそれ自体、又は、他の殺生物性物質、例えば過酸化水素と
組み合わせて添加することにより、この抗菌ＰＣＣ材料を抗菌活性について試験した。４
８時間、１週間、２週間、３週間及び４週間のインキュベーション後、従来のディプスラ
イド／ペトリフィルムを使用して、上に記載されているように細菌レベルを測定した。さ
らに、抗菌ＰＣＣ材料を、公知の汚染されていない炭酸塩スラリーに添加し、炭酸塩スラ
リーに、炭酸カルシウムスラリーと共に典型的な細菌株（例えばＰｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ
　ｔａｅｔｒｏｌｅｎｓ、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｓｔｕｔｚｅｒｉ、Ｍａｒｉｎｉｌ
ａｂｉｌｉａ　ｓａｌｍｏｎｉｃａｔｏｒ、Ｃａｌｄｉｍｏｎａｓ　ｍａｎｇａｎｏｘｉ
ｄａｎｓ、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｆｌｕｏｒｅｎｓ、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｐｕ
ｔｉｄａ、セレウス菌、緑膿菌、Ａｌｋａｌｉｐｈｉｌｕｓ　ｔｒａｎｓｖａａｌｅｎｉ
ｓ、Ａｌｉｃｙｃｌｏｂａｃｉｌｌｕｓ　ａｃｉｄｏｃａｄａｒｕｍ、Ｐｓｅｕｄｏｍｏ
ｎａｓ　ｔｏｌａａｓｉｉ、Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ａｒｇｅｎｔｉｅｎｓｅ、Ｅｄｗ
ａｒｄｓｉｅｌｌａ　ｔａｒｄａ、Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｔｈｅｒｍｏｐａｌｍａｒ
ｉｕｍ、Ｐｏｌｙｎｕｃｌｏｂａｃｔｅｒ　ｎｅｃｅｓｓａｒｉｅｓ、Ｃｏｍａｍｏｎａ
ｓ　ａｑｕａｔｉｃａ、Ｔｉｓｓｉｅｒｅｌｌａ　ｃｒｅａｔｉｎｉｎｉ、Ａｚｏｔｏｂ
ａｃｔｅｒ　ｃｈｒｏｏｃｏｃｃｕｍ、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｍｏｓｓｅｌｌｉｉ、
Ｍｅｔｈｙｌｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｂｒａｃｈｉａｔｕｍ）を播種した。抗菌ＰＣＣ材
料は、抗菌活性を所有することが見出された。
　本発明のまた別の態様は、以下のとおりであってもよい。
〔１〕粒子状無機鉱物及び抗菌性金属を含む組成物であって、抗菌性金属が、粒子状無機
鉱物の粒子内に組み込まれており、粒子状無機鉱物の粒子が、その構造内に包埋されてい
る銀ナノ粒子を含まず、及び／又は粒子状無機鉱物の粒子内の抗菌性金属の粒子のサイズ
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が、５０ｎｍを超える、又は１００ｎｍを超える、組成物。
〔２〕粒子状無機鉱物が、少なくとも約１０、例えば少なくとも約２０、例えば約１０～
約９０の範囲の勾配係数を有する、前記〔１〕に記載の組成物。
〔３〕粒子状無機鉱物が、細孔を含まない、例えば、抗菌性金属が堆積し得る細孔を含ま
ない、前記〔１〕又は〔２〕に記載の組成物。
〔４〕粒子状無機鉱物が、アルカリ土類金属炭酸塩、タルク、雲母、ゼオライト及びそれ
らの組み合わせからなる群から選択される、前記〔１〕から〔３〕のいずれか１項に記載
の組成物。
〔５〕粒子状無機鉱物が、炭酸カルシウム、例えば沈降炭酸カルシウム（ＰＣＣ）である
、前記〔１〕から〔４〕のいずれか１項に記載の組成物。
〔６〕粒子状無機鉱物が、方解石である、前記〔１〕から〔５〕のいずれか１項に記載の
組成物。
〔７〕粒子状無機鉱物が、サンゴ砂ではなく、及び／又はサンゴ砂に由来しない、前記〔
１〕から〔６〕のいずれか１項に記載の組成物。
〔８〕粒子状無機鉱物が、合成であり、例えば、合成炭酸カルシウム（例えばＰＣＣ）、
合成タルク、合成雲母、合成ゼオライト又はそれらの組み合わせである、前記〔１〕から
〔７〕のいずれか１項に記載の組成物。
〔９〕粒子状無機鉱物の粒子の少なくとも約９０％が、５μｍより小さい、前記〔１〕か
ら〔８〕のいずれか１項に記載の組成物。
〔１０〕粒子状無機鉱物の粒子の少なくとも約５０％が、２μｍより小さい、前記〔１〕
から〔９〕のいずれか１項に記載の組成物。
〔１１〕水性スラリーである、前記〔１〕から〔１０〕のいずれか１項に記載の組成物。
〔１２〕水性スラリーが、少なくとも約５０質量％、例えば少なくとも約６０質量％の固
形分含量を有する、前記〔１１〕に記載の組成物。
〔１３〕水性スラリーが、約１２００ｍＰａ．秒以下のブルックフィールド粘度を有する
、前記〔１１〕又は〔１２〕に記載の組成物。
〔１４〕抗菌性金属が、銀、コバルト、ニッケル、銅、鉄、水銀、鉛、亜鉛、ジルコニウ
ム、モリブデン、ビスマス、金、アルミニウム、マグネシウム、ニオブ、ケイ素、タンタ
ル、ハフニウム、ランタン、タングステン、カルシウム、チタン、バナジウム、セリウム
、ストロンチウム、スズ、リチウム及びそれらの組み合わせからなる群から選択され、例
えば抗菌性金属が銀である、前記〔１〕から〔１３〕のいずれか１項に記載の組成物。
〔１５〕抗菌性金属が、粒子状無機鉱物の約０．１質量％～約１０質量％、例えば０．２
質量％～約５質量％の範囲の量で組成物中に存在する、前記〔１〕から〔１４〕のいずれ
か１項に記載の組成物。
〔１６〕抗菌性金属が、粒子状無機鉱物に化学的に結合している、前記〔１〕から〔１７
〕のいずれか１項に記載の組成物。
〔１７〕粒子状無機鉱物が、アルカリ土類金属炭酸塩であり、又はそれを含み、抗菌性金
属が、粒子状無機鉱物に結合して抗菌性金属炭酸塩を形成している、前記〔１６〕に記載
の組成物。
〔１８〕粒子状無機鉱物が、タルク、雲母もしくはゼオライトの１つもしくは複数であり
、又はそれを含み、抗菌性金属が、粒子状無機鉱物に結合して抗菌性金属ケイ酸塩を形成
している、前記〔１６〕に記載の組成物。
〔１９〕抗菌性金属が、粒子状無機鉱物に物理的に結合している、前記〔１〕から〔１８
〕のいずれか１項に記載の組成物。
〔２０〕抗菌性金属が、ファンデルワールス力、ロンドン分散力、双極子－双極子相互作
用、水素結合及びデバイ力（誘起双極子）の１つ又は複数により、粒子状無機鉱物に物理
的に結合している、前記〔１９〕に記載の組成物。
〔２１〕抗菌性金属が、粒子状無機鉱物の粒子全体に分散している、例えば全体に均等に
分散している、前記〔１〕から〔２０〕のいずれか１項に記載の組成物。
〔２２〕抗菌性金属が、粒子状無機鉱物の粒子の核に位置している、前記〔１〕から〔２
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１〕のいずれか１項に記載の組成物。
〔２３〕１種又は複数の微生物に対する毒性効果を有する、前記〔１〕から〔２２〕のい
ずれか１項に記載の組成物。
〔２４〕殺生物剤を実質的に有さない、例えば有さない、前記〔１〕から〔２３〕のいず
れか１項に記載の組成物。
〔２５〕微生物を実質的に有さない、例えば有さない、前記〔１〕から〔２４〕のいずれ
か１項に記載の組成物。
〔２６〕粒子状無機鉱物及び抗菌性金属を組み合わせる工程を含む、前記〔１〕から〔２
５〕のいずれか１項に記載の組成物を作製する方法。
〔２７〕粒子状無機鉱物が、合成粒子状無機鉱物であり、抗菌性金属が、合成粒子状無機
鉱物の調製中に、粒子状無機鉱物と組み合わせられる、前記〔２６〕に記載の方法。
〔２８〕抗菌性金属が、金属塩の形態である、前記〔２６〕又は〔２７〕に記載の方法。
〔２９〕抗菌性金属が、金属ハロゲン化物、例えば金属塩化物又は金属硝酸塩の形態であ
る、前記〔２６〕から〔２８〕のいずれか１項に記載の方法。
〔３０〕抗菌性金属の存在下で、沈降炭酸カルシウム（ＰＣＣ）を調製する工程を含む、
前記〔１〕から〔２５〕のいずれか１項に記載の組成物を作製する方法。
〔３１〕抗菌性金属が金属塩である、前記〔３０〕に記載の方法。
〔３２〕抗菌性金属が、金属ハロゲン化物、例えば金属塩化物又は金属硝酸塩である、前
記〔３０〕又は〔３１〕に記載の方法。
〔３３〕抗菌性金属塩（例えば抗菌性金属ハロゲン化物）の存在下で、消石灰と二酸化炭
素気体を反応させる工程を含む、前記〔３０〕から〔３２〕のいずれか１項に記載の方法
。
〔３４〕１種又は複数の微生物の成長を阻害する、又は１種又は複数の微生物の数を減少
させる、又はそれを実質的に排除する、例えば排除する、前記〔１〕から〔２５〕のいず
れか１項に記載の組成物の使用。
〔３５〕ポリマー性結合剤及び前記〔１〕から〔２５〕のいずれか１項に記載の組成物を
含む、コーティング組成物。
〔３６〕ポリマー性結合剤を含むコーティング組成物における、前記〔１〕から〔２５〕
、及び〔３５〕のいずれか１項に記載の組成物の使用。
〔３７〕コーティング組成物が適用されている／適用されることが意図される基材におい
て、及び／又はコーティング組成物中で、及び／又はコーティング組成物上で、コーティ
ング組成物が、１種又は複数の微生物の成長を阻害する、前記〔３６〕に記載の使用。
〔３８〕液体から１種又は複数の微生物を実質的に除去する、例えば除去する、前記〔１
〕から〔２５〕、及び〔３５〕のいずれか１項に記載の組成物の使用。
〔３９〕液体が水である、前記〔３８〕に記載の使用。
〔４０〕１種又は複数の微生物が、動物、例えばヒトの消費に適させるために水から除去
される、前記〔３９〕に記載の使用。
〔４１〕ポリマー添加剤としての、前記〔１〕から〔２５〕、及び〔３５〕のいずれか１
項に記載の組成物の使用。
〔４２〕ポリマー、ならびに前記〔１〕から〔２５〕、及び〔３５〕のいずれか１項に記
載の組成物を含む、ポリマー物品。
〔４３〕動物飼料における、前記〔１〕から〔２５〕、及び〔３５〕のいずれか１項に記
載の組成物の使用。
〔４４〕前記〔１〕から〔２５〕、及び〔３５〕のいずれか１項に記載の組成物を含む、
動物飼料。
〔４５〕基材の表面領域に包埋して、又は基材の表面に付着させて、表面鉱化した基材を
形成するための、前記〔１〕から〔２５〕、及び〔３５〕のいずれか１項に記載の組成物
の使用。
〔４６〕表面鉱化した基材であって、基材の表面領域に包埋されており、及び／又は基材
の表面に付着している、前記〔１〕から〔２５〕、及び〔３５〕のいずれか１項に記載の
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組成物を含む、基材。
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